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ブロック会議・地域班会議の開催時における注意事項について 

 

 

標記の件につきまして、新型コロナウイルス感染症対策としてのマスク着用につ

いて、令和 5 年 3 月 13 日からは個人の判断が基本となります。ただし、医療機関受

診時や高齢者施設などの訪問時、混雑した電車・バスに乗車する時などは、マスク

の着用が推奨されます。また、ご自身を感染から守るためにマスクの着用は効果的

とされます。 

当センターにおいても職員の勤務時間中のマスクの着用は任意といたしますが、

多くの人が集まる会議や会話の際にはマスクの着用を求めることがあります。 

つきましては、3 月 13 日以降に開催するブロック・地域班の行事についても、以

下の注意事項を確認のうえ、実施していただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

ア 自宅を出る際に検温の実施と体調を確認のうえ、発熱、咳などの風邪症状、体

調不良のある方は参加しない。 

イ こまめな手洗い・アルコール等による消毒を実施する。 

ウ 参加者が密着しないような会場の選定のうえ、距離をとった席の配置を行う。 

エ ドアや窓を開けて換気を徹底する（エアコンの運転中も換気をする）。 

オ 食事会・懇親会等を実施する場合は、感染防止策を行ってください。 

カ マスクの着用は個人の判断となるので、マスクを着ける・マスクを外すことを

強制しない。 

 

 

 

 

 

以上 

仙台市からのガイドラインに従い、新たな指針が示されるなど状況の変化があった場

合には、見直しを図るものといたします。 


